
 

 

 

地域医療構想をふまえた 

松阪市民病院の在り方について 

 

（答申書） 

 

 

 

 

 

 

令和５年 9月 29日 

地域医療構想をふまえた松阪市民病院の在り方検証委員会 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

令和５年９月２９日 

松阪市長 竹上 真人 様 

 

地域医療構想をふまえた松阪市民病院の在り方検証委員会 

委員長 平岡 直人 

 

地域医療構想をふまえた松阪市民病院の在り方について（答申） 

 

令和５年６月１８日付２３松病経第０００６３２号をもって諮問のあった「地域医療構想

をふまえた松阪市民病院の在り方について」次のとおり答申します。 

本委員会は、平成２９年度の「地域医療構想をふまえた松阪市民病院の在り方検討委

員会」及び平成３０年度から令和元年度までの「第２次地域医療構想をふまえた松阪市

民病院の在り方検討委員会」で議論され導かれた一定の結論について、その後の新興感

染症への対応や総務省から発出された「持続可能な地域医療提供体制を確保するため

の公立病院経営強化ガイドライン」をふまえ、改めて今後の松阪市民病院の在り方につ

いて、４回の委員会を開催し、①役割・機能の最適化と連携の強化、②医師・看護師等の

確保と働き方改革、③経営形態の見直し、④新興感染症の感染拡大時等に備えた平時

からの取組について議論を重ねてきました。 

第１回委員会では、令和２年２月に提出された提言書の振り返りを行い、令和２年度以

降の松阪地域医療構想調整会議の動向や医師の働き方改革について確認を行った上で、

本委員会において検討が必要な事項について議論しました。 

第２回委員会では、松阪市の医療提供の現状や課題について確認を行った上で、役

割・機能の最適化と連携の強化、医師・看護師等の確保と働き方改革をテーマとして議

論しました。 

第３回委員会では、新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組、経営形態の

見直しをテーマとして議論しました。 

第４回委員会では、これまでの議論を振り返り、答申書案について議論しました。 

諮問書に記載された事項については、以下のとおりです。 

 

役割・機能の最適化と連携の強化 

今日の人口減少や超高齢社会が抱える課題とそれに伴う疾病構造や医療需要の変化

に対応するために、松阪市民病院は地域包括ケア病床を中心とした病院に機能転換し、

高度急性期、急性期、慢性期、診療所、在宅医療、介護等をつなぐ「地域医療のかけ橋」と

なり、それぞれの施設等と平時から密接に連携すべきであると同時に、松阪区域におけ

る救急医療をはじめとする高度急性期・急性期機能を維持するため、それらを集約化す

べきである。その際、医療従事者の流出を抑えるために、松阪中央総合病院（三重県厚

生農業協同組合連合会）または済生会松阪総合病院（社会福祉法人恩賜財団済生会支

部三重県済生会）（以下「２基幹病院」という。）のいずれかによる指定管理者制度を活用



 

 

することが望ましい。その際、指定管理者とならない基幹病院との連携もさらに強化す

べきである。 

 

医師・看護師等の確保と働き方改革 

今日の医療の高度化や求められる職場環境に対応するために、松阪市民病院は指定

管理者制度を活用して、地域包括ケア病床を中心とした病院への機能転換を図ると同

時に、指定管理者たる２基幹病院のいずれかに松阪市民病院の一定の高度急性期・急性

期機能を集約し、１組織として多様な働き方に対応できる魅力ある職場環境を整備する

ことにより、医療人材を確保するとともに、働き方改革とも整合した取組みを進めるべ

きである。 

 

新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組  

新型コロナウイルス感染症の感染拡大時における各医療機関の間での連携・役割分担

や人的資源の課題をふまえると、松阪市民病院は指定管理者制度を活用して、地域包括

ケア病床を中心とした病院に機能転換し、高度急性期、急性期、慢性期、診療所、在宅医

療、介護等をつなぐ「地域医療のかけ橋」となり、次なる新興感染症の感染拡大時等に備

え、それぞれの施設等と平時から密接に連携すべきであると同時に、指定管理者たる２

基幹病院のいずれかに松阪市民病院の一定の高度急性期・急性期機能を集約し、１組織

として強靭な医療提供体制を構築すべきである。 

 

経営形態の見直し 

これまで述べてきたように、役割・機能の最適化と連携の強化、医師・看護師等の確保

と働き方改革、及び、新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組として、具体

的には、機能転換等する際に医療従事者の流出を抑え、１組織としてスムーズな人員の

配置を可能とし、松阪市民病院と指定管理者側の両方の職員が回復期から高度急性期

までの多様な働き方を選択することができ、有事の際に備えて強靭な医療提供体制を

構築できるとともに、松阪市の政策を反映させやすくするために、松阪市民病院は、指

定管理者制度を活用することが望ましい。 

 

むすび 

指定管理者制度を活用することが望ましいとする結論については、松阪市民病院職

員の人生設計や今後の地域医療に大きな影響を与えると考えられることから、松阪市

民病院の職員、指定管理者の候補となる２基幹病院及び市民への充分な説明を尽くし

ていただきたいこと、施設名には松阪市民病院の名称を残していただきたいこと、松阪

市民病院の職員や病院の立場を尊重すべく、指定管理者と対等な立場で協議を進めて

いただきたいこと、そして、指定管理後に医療・介護等の関係者による政策の確認の場

を設けていただきたいことを申し添えます。 
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第１章 はじめに 

 

松阪地区には二次救急を担う３つの公立・公的総合病院として、松阪市民病院（３２８

床）、済生会松阪総合病院（４３０床）、厚生連松阪中央総合病院（４４０床）が半径３キロ

以内に存在しており、これらの３病院で休日夜間の二次救急を分担する輪番制を取り、

救急体制を整備してきている。 

松阪市民病院は、昭和２１年の開設以来、これまで長年にわたり、二次救急医療の推

進・強化や第二種感染症指定医療機関及び災害拠点病院としての役割などを果たして

きた。また、地域医療を支える機能を強化していくために、平成２０年には緩和ケア病棟、

平成２８年９月には地域包括ケア病棟を開設するとともに、在宅医療に関し、平成１５年

１２月に訪問看護ステーションを、平成２７年６月に指定居宅介護支援事業所を開設した。 

こうしたなか、急速に進む人口減少・高齢化に伴う医療ニーズの質・量の変化や労働

力人口の減少を見据え、質の高い医療を効率的に提供できる体制を構築するため、地

域医療構想が全国の都道府県で策定され、松阪区域においては、２０３０年(２０２５年以

降の医療需要のピーク）における必要病床数と比較し、現状（２０２２年７月時点の定量

的基準適用後）は高度急性期・急性期機能の病床で３１６床過剰となり、回復期機能の病

床で１６５床不足する見込みが示されている。 

また、令和４年３月に総務省が発出した「持続可能な地域医療提供体制を確保するた

めの公立病院経営強化ガイドライン」に基づく公立病院経営強化プランの策定が求めら

れ、地域医療提供体制の維持に向けて、公立病院が重要な役割を果たしていくことへの

期待が高まっている。 

このような社会情勢において、松阪市民病院が松阪区域の住民の安心を確保し、今後

の医療を取り巻く厳しい環境に対応していくために、病床機能や経営形態等の在り方に

ついて検討することを目的に、平成２９年度及び平成３０年度～令和元年度の二次にわ

たって「地域医療構想をふまえた松阪市民病院の在り方検討委員会」を設置して議論を

行った結果、令和２年２月に在り方検討委員会から出された提言書において、松阪市民

病院の目指す在り方として「地域包括ケア病床を中心とした病院への機能転換」と「松阪

中央総合病院または済生会松阪総合病院のいずれかによる指定管理者制度の活用が望

ましい」と示された。 

しかし、その直後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、 提言に基づく進捗

がなく約３年が経過したが、今般の新型コロナウイルス感染症対応において、急性期機

能・医師・看護師等の集約化、各病院の機能分化・連携等を通じた役割分担の明確化及

び最適化の取組みを平時からより一層進めていくことが必要であるとの認識が高まっ

た。 

国においては、今後も人口減少や少子高齢化が進む中、各地域において将来の医療

需要を見据えつつ、新興感染症等や大規模災害など緊急事態が発生した際にも機動的・

弾力的に対応できるよう、質が高く効率的で持続可能な医療提供体制を整備するため、



 

２ 

 

地域医療構想や地域包括ケアシステム、医師の働き方改革や偏在対策といった各種施

策を一体的に推進している。 

このような今般の社会情勢をふまえ、提言書に記載された事項の検証を行うため、松

阪市民病院の在り方検証委員会を設置するに至った。 

 

当委員会の構成 

職 氏  名 

公益社団法人松阪地区医師会 会長 （委員長）平岡 直人 

佛教大学 社会福祉学部 准教授 長友 薫輝 

三重大学大学院医学系研究科 

胸部心臓血管外科学 教授 
高尾 仁二 

公益社団法人三重県医師会 監事 

医療法人桜木記念病院 理事長・院長 
志田 幸雄 

鈴鹿医療科学大学 看護学部 准教授 山路 由実子 

松阪市住民自治協議会連合会 会長 水谷 勝美 

一般社団法人三重県介護支援専門員協会 会長 

松阪市第四地域包括支援センター センター長 
奥田 隆利 

松阪市副市長 近田 雄一 

松阪市民病院 院長 畑地 治 
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第２章 諮問事項の概況 

 

第１節 役割・機能の最適化と連携の強化 

松阪区域全体の人口と高齢化率の将来推計は前回委員会の検討において確認した年

度以降の国勢調査の結果を確認し、従来の２０２０年の推計値よりも全体で１%程度少な

い結果となったが、概ね推計通りに推移していることが確認された（図１）。 

 

図 １ 松阪区域全体の人口と高齢化率の将来推計 

 

出所：国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）より加工、令和2年度国勢調査結果 

  



 

４ 

 

人口将来推計に大きな変化がないとすれば、２０３０年に向けて高齢者の肺炎や心疾

患、脳卒中、骨折の増加が見込まれる（図２）。 

 

図 ２ 松阪市の高齢者（６５歳以上）の主な疾病別入院患者数の将来推計・２０１５年

対比増加率（人/日、％） 

 

 

出所：国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）より集計・加工 
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また、地域医療構想における直近の令和４（2022）年７月の三重県の定量的基準適

用後の病床機能別病床数は、前回委員会における病床数との間で大きな変化はみられ

ず、医療需要のピークとされる令和１２（2030）年における必要病床数との比較におい

ても、高度急性期・急性期機能の病床が供給過剰となり、回復期機能の病床が供給不足

となる状況に変化がないことを確認した（図３）。 

 

図 ３ 定量的基準適用後機能別病床数の推移・必要病床数（床） 

 

出所：令和元年度第２回松阪地域医療構想調整会議 資料２-２ 

    令和４年度第１回松阪地域医療構想調整会議 資料１、参考資料１ 

 

定量的基準による病床数は、松阪中央総合病院の急性期機能病床、済生会松阪総合

病院の地域急性期機能病床が増加し、松阪市民病院の高度急性期機能病床が増加して

いるが、大幅な病床機能の変化はみられなかった（図４）。 
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図 ４ 令和元年度・令和４年度の定量的基準適用後病床数（床） 

 

 

さらに６５歳以上人口１０万人あたりの地域包括ケア病床数は、全国平均と比べ三重

県平均が低いうえに、三重県内において松阪区域が最も少ない状況にある（図５）。 

 

図 ５ 県内の地域包括ケア病床数の区域別比較および全国比較 

 

 

上記の状況を確認したうえで、第２回検証委員会において、令和２年２月の提言書に

基づく松阪市民病院が地域医療において担うべき役割について、変更するべき点がな
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いか議論を行った。 

松阪市民病院が回復期医療を担っていくことについては、妥当であるといった意見が

あり、高齢者の患者が増加傾向にあるなかにおいては、急性期病院と在宅医療との間の

ハブ的な機能を備えられるとよいという意見や、在宅医療や介護サービスとも連携した

レスパイト入院の受入れにも対応ができるとよいという意見があった。 

また、地域全体で医療・介護の水準をいかに下げないか、それらを繋げていくことに

よってむしろ充実を図っていくという観点が大事なのではないかという意見や、松阪市

民病院が地域医療の中心的なかけ橋の役割が期待されていることは、提言書が提出さ

れた当時も今も全く変わっておらず、むしろ状況は更に現実化しているといった意見が

あった。 

ただし、留意すべき事項として、急性期医療を担うことがモチベーションになると考え

る医師は多い点、地域全体の医療水準や介護水準を維持していくためには連携が最も

大切である点、急性増悪時に対応する機能の発揮に向けた情報発信の徹底、医療人材

の確保に向けた人材確保施策の検討が必要であるとの意見があった。 
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第２節 医師・看護師等の確保と働き方改革 

(1) ３基幹病院の提供する医療サービスの現状と今後の需要 

３基幹病院における患者数は、新型コロナウイルス感染症の蔓延する前から入院患者

数は減少傾向にあり、また必要病床数を想定した場合には、さらに患者数が減少するこ

とが想定される（図６）。 

 

図 ６ ３基幹病院の患者数の経年推移と今後（人/年） 
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次に、必要病床数まで医療需要が低減していくことに伴い、手術件数や全身麻酔手術

件数も減少していくことが見込まれることからも、地域の急性期治療の体制も需要の低

減に沿って集約化していくことが方向性として考えられる（図７）。 

 

図 ７ ３基幹病院の手術症例・全身麻酔手術症例数の現状と今後（件/月） 

 

 

さらに、救急入院の受入数について、地域医療構想が想定している機能別必要病床数

を前提とした場合、３基幹病院での救急体制を維持することは、医療人材確保の観点か

ら難しいと考えられる（図８）。 

 

図 ８ 救急入院体制を支える３基幹病院の救急入院受入数と今後（人/月） 

 



 

１０ 

 

 

(2) 病院勤務看護職員の離職状況等 

公益社団法人日本看護協会の公表資料によれば、病院に勤務する看護職員の離職率

が２０２１年度に高まっており、新型コロナウイルス感染症の影響が一定程度あったと考

えられるとされている（図９）。 

 

図 ９ 病院看護職員の離職率の経年推移 

 

 

離職率が高まった背景として、ご自身が感染するのではないかという恐怖・不安が最

も多く、職場の人間関係や労働環境の悪化、ご自身に対する周囲からの差別等への影響

を感じており、コロナ対応に従事した職員の方がこれらの項目への影響を感じているこ

とが確認される（図１０）。 
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図 １０ ２０２０年３月から２０２１年９月までの１年半を振り返っての影響 

 

 

三重県内の看護師の離職率は全国よりは低い水準にあるが、令和３年度は離職率が

高まっている。今後ますます看護師の多様で柔軟な働き方が求められると考えられる

（図１１）。 

 

図 １１ 三重県における看護師の離職率等の状況 

 

  



 

１２ 

 

全国の市町村立の公立病院の看護師の経験年数や平均年齢の分布状況について病

床数に照らして確認すると、回復期等の機能を担う中小規模の公立病院ほど経験年数

や平均年齢の分布が広くなる傾向にあり、看護師のキャリアやライフステージに応じた

多様な職場であることが推察される（図１２）。 

 

図 １２ 全国の市町村立公立病院における看護師の経験年数・平均年齢の分布状況 

 

 

上記の資料を確認したうえで、第２回検証委員会において議論を行った。 

高度急性期・急性期医療を担う病院においては、ある程度の職員数がいなければ、専

門性の高い医師も疲弊してしまうことや、医療機器の進歩もあるが、チームで長時間の

診療にあたり時間を問わず手術等に対応していくことも難しくなるため、医師・看護師

等の確保は医療圏として考えるべきであるとの意見があった。 

また、機能再編を行い、急性期医療を集約していくのであれば、病院が「働き手のニー

ズに応じた多様な働き方ができる」といったことを示していくことが必要との意見があ

った。 

さらに、看護師にはライフスタイルや年齢等、それぞれがおかれた状況をふまえたバリ

エーションのある選択肢が提示できるとよいといった意見があった。 

このほか、以下のような意見があった。 

 医師・看護師等の医療関係者を集約することについて、まず医師の時間外労働規制

がスタートしたこともあり、これまでのような働き方をさせることはできなくなってい

るため、集約していくことが求められている 

 コロナ禍においては実際コロナ患者のケアにおいては対応できる人材も限られてい

たこともあり、それぞれの医療機能に対してモチベーションのある人材を集約してい
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くことは理にかなっている 

 医療職の家族や子どもがコロナにかかり、出勤できないといったことも多々みられた

ことからも、有事の際、医療職を集約していることで、強靭な医療提供体制を発揮す

ることができる 

 松阪管内の救急車要請件数が増えており、救急車の要請等が重なると対応できなか

ったかもしれないといった話が消防からも聞かれていて、地域の医療提供体制を維

持していくためにも、救急と医療機関側の体制として、疲弊せず、生き生きと仕事が

できる体制の構築が求められており、限られた人材を有効に活用していくための方

法を考える必要がある 

 コロナ禍では様々な規制もあり、生活が破綻するような場面もみられたが、ライフス

タイルに合わせた働き方、社会全体で子育てをしていくといった考え方が浸透してき

ている中では、自分の生活を犠牲にした働き方は避けていかなければならず、そのた

めにも、人員体制の確保と合わせ、職場環境の整備が大切である 

 

議論を行った結果として以下４点について、委員全員の同意（欠席委員は委員会後に

議事録を確認のうえ、同意を得た。以下同じ）が確認された。 

 役割・機能の最適化と連携の強化について、松阪区域における救急医療をはじめと

する高度急性期・急性期機能を維持し、不足が見込まれる回復期機能の病床の確保

が必要である 

 松阪市民病院は医療需要を満たすために、不足することが見込まれる回復期機能を

充実させ、「地域医療のかけ橋」となるべきである 

 医師・看護師等の確保と働き方改革について、地域医療構想で想定されている今後

の医療需要の推計を前提とした場合、救急体制も含めた地域の急性期治療の体制

を集約化することは、医師の働き方改革だけでなく、地域で医療人材を確保するこ

とに資すると考えられる 

 看護師の多様で柔軟な働き方が求められている中、働き方改革ともマッチした取組

みを進めるために、この地域で働き続けられる環境を整備することが求められる 
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第３節 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組 

三重県内の新型コロナウイルス感染症の感染者数は、第６波以降急激に増加した（図 

１３）。 

 

図 １３ 三重県における新型コロナウイルス感染症の発生状況 

 
 

また、三重県において新型コロナウイルス感染症の入院病床の確保状況は、公立病院

や公的等病院に限らず、高度急性期から地域急性期を担う病院が協力体制を取りなが

ら、新興感染症に対する対応を図っていたことが確認される（図１４）。 

 

図 １４ 三重県における病床機能 令和４（2022）年定量的基準の適用結果とコロナ

確保病床 
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三重県内においては、感染症蔓延の開始期から主に公立病院及び公的等病院が病床

を確保していたが、その他の病院においても病床の確保が進んだ（図１５）。 

 

図 １５ 主な経営主体別 三重県内の新型コロナウイルス感染症の確保病床数の推移

（床） 

 

 

松阪市民病院は「公立病院だから」ではなく、呼吸器内科医が他の病院より充実して

いることのみならず、モチベーションの高い職員が多く在籍していたことにより、三重県

内の患者数のうち、多い時には全体の 1割程度の入院患者を受け入れ、治療にあたるこ

とができた（図１６）。 
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図 １６ 三重県内における新型コロナウイルス感染症で入院中の患者数の推移（人） 

 
 

南勢志摩医療圏においては、松阪市内の３基幹病院のほか、伊勢赤十字病院や市立

伊勢総合病院が中心となって入院患者の治療にあたっていた（図１７）。 

 

図 １７ 南勢志摩医療圏における新型コロナウイルス感染症で入院中の患者数の推

移（人） 
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松阪市民病院では、東病棟６階及び新館の１階を転用し、新型コロナウイルス感染症の

入院患者の受入体制を整備した（図１８）。 

 

図 １８ 松阪市民病院の新型コロナウイルス感染症の入院患者の受入体制 

 

 

新型コロナウイルス感染症へ対応していくための課題として、図１９に示すような病院

の構造、職員のメンタルヘルス、医療提供体制の課題が挙げられた。 

 

図 １９ 新型コロナウイルス感染症対応における課題 
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松阪市民病院における新型コロナウイルス感染症の新規入院患者数は、第６波以降、

高齢者の新規入院患者数が増加し、それに伴い、在棟患者数も増加する傾向にあった

（図２０）。 

 

図 ２０ 松阪市民病院における新型コロナウイルス感染症の年齢別新規入院患者数

（月次）・在棟患者数（日別）の推移 

 
  



 

１９ 

 

松阪市民病院では、新型コロナウイルス感染症が蔓延し始めた令和２年以降コロナ病

床を確保し、入院患者を受け入れ、関連する検出業務の受託をしたほか、ワクチン接種

にも積極的に対応してきた（図２１）。 

 

図 ２１ 松阪市民病院における新型コロナウイルス感染症の対応状況のまとめ 
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新型コロナウイルス感染症の入院患者を受け入れ始めてから、新型コロナウイルス感

染症が感染症第５類に移行するまでの期間において、高齢者の入院期間は長期化する

傾向にあり、生活機能が低下すること等の要因により、症状が安定化しても、地域包括

ケア病棟等に転棟するケースが多く確認された（図２２）。 

 

図 ２２ 松阪市民病院における新型コロナウイルス感染症年齢別新規入院患者数・平

均入院日数（受入れ開始から５類以降前まで） 

 
 

また、松阪市民病院では、松阪区域を中心として、県内の全ての圏域から新型コロナ

ウイルス感染症の入院患者を受け入れてきた（図２３）。 
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図 ２３ 松阪市民病院への新型コロナウイルス感染症の新規入院患者数の医療圏別

内訳（受入れ開始から５類以降前まで） 

 

 

上記の新型コロナウイルス感染症への対応状況をふまえ、第3回委員会において議論

を行った。 

委員からは、濃厚接触者扱いとなった要介護者も受け入れられるような施設が望ま

れるといった意見や、単に経営方針を変えるだけではなく、日頃から人材育成や医療機

関との連携等に努めて、地域包括ケア病床を確保するべきといった意見があった。さら

に、経営母体が変わっても、医療政策とリンクさせながら住民の医療ニーズを実現して

いくことを期待するといった意見があった。 

また、市民に安心していただくことも必要なことであり、医療サービスについて市民

にもっと示されることが望まれるといった意見もあった。 

このほか、以下のような意見があった。 

 新興感染症への対応を通じて、地域包括ケア体制が少しずつ作られてきているが、今

後はさらに検証も加えながら、この松阪地域の連携について、地域包括ケア体制も含
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めて、地域医療構想も含めて考えていくべきである 

 日々現状が変わる中で、柔軟に対応するということが必要であり、入院患者の退院先

を確保することが必要である 

 新型コロナウイルス感染症への対応が可能であったのは、通常の医療をある程度犠

牲にしたこととモチベーションの高い職員が努力した結果であり、モチベーションが

ある人材が来てくれる病院を、松阪地区に作っていくということが必要になってくる

のではないのか 

 新興感染症への対応として、ゾーニングなどに対応できる機能を備えた新しい病院

に集約することでモチベーションが高い人材を確保する一方で、回復期も充実させる

ということが新型コロナウイルス感染症対応を通して考えてきたことである 

 

上記のような意見があるなかで、新興感染症にも対応できる平時からの医療提供体

制を確保していくために必要な事項として、図２４に示すように、急性期機能の集約化と

回復期機能の充実が必要であることと、図２５に示しているように、急性期機能の集約

化と回復期機能の充実のために、松阪市民病院は病床機能の転換を図り、「地域医療の

かけ橋」となっていくことで、新興感染症に対する平時からの“備え”になることが確認

された。 

 

図 ２４ 新興感染症にも対応できる平時からの医療提供体制を確保するために必要

な事項 
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図 ２５ 新興感染症への対応として、松阪区域における松阪市民病院の担うべき役

割と平時からの取組 
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第４節 経営形態の見直し 

経営形態の見直しにあたっては、図２６に示す経営形態ごとの比較資料を参考として、

総務省が発出した「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化

ガイドライン」に示されている役割・機能の最適化と連携の強化、医師・看護師等の確保

と働き方改革、新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組それぞれの視点（図

２７）から、令和２年２月の地域医療構想をふまえた松阪市民病院の在り方に関する提言

書において最も望ましいとされた経営形態である指定管理者制度を活用することにつ

いて、第３回検証委員会において再検証を行った。 

 

図 ２６ 経営形態ごとの比較資料 
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図 ２７ 検討の視点の取りまとめ 

 

 

まず役割・機能の最適化と連携の強化の視点については、図２８に示した前在り方検

討委員会提言書における経営形態の比較結果における評価を確認した。統合型への経

営形態の変更では、松阪市の政策的な介入ができない点が厳しく、松阪区域内の２基幹

病院のいずれかを指定管理者とする指定管理者制度の活用による効果が期待されると

する、これまでの整理が改めて確認された。 

 

図 ２８ 前在り方検討委員会提言書における経営形態の比較結果 
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委員からは、直営型の場合は従来どおり松阪市が病院のマネジメントをするが、医療

需要に合わせて高度急性期・急性期、地域包括ケア病床の確保と、医師や看護師を充実

させることを単体の病院で成し遂げることは難しく、特に急性期医療の確保のためには

他の急性期病院に集約させてスケールアップした方が、働く人にとってもメリットがあり、

住民にとってもメリットがあるが、一方、統合型の場合は、いわゆる身売りみたいな形で

あり、松阪市は関与せずに、どこかの病院に全部丸投げするということになると、地域

包括ケアシステムの連携が非常に懸念されるので、公設民営化が一番妥当ではないか

といった意見があった。 

また、直営型というところには、やはり非常に愛着を覚えることは事実であるが、社会

情勢を考えると、高齢化が進んで回復期病床はやはり必要で、急性期の医療も高度化し

て、より層の厚い人材が必要になってくると考えた時に、他の２病院が急性期医療を選

択した場合、公立病院として地域のために存在しないといけないということを考えると、

回復期に転換していかざるを得ないと思うが、そうなった際に、今いる職員のかなりの

割合が急性期医療を志すと思うので、直営を維持することというのは人材確保の点で

困難であると考え、やはり統合型よりも、顔が見える２基幹病院のいずれかによる公設

民営の形態が、一番考えられる最善の手段ではないか。ただし、経営形態を転換する際

には、通常時よりも離職者が増えて、入職者が少なくなるということが考えられるため、

ある程度の期間は、病院の経営の支援をかなり松阪市に対応していただかなければい

けないし、また、松阪市民病院として今まで頑張ってやってきて、学会等でも松阪市民病

院として認知されているため、名前は残していただきたいといった意見があった。 

さらに第２回の在り方検討委員会の委員でもあった委員からは、当時の考え方と変わ

っておらず、コロナ禍の３年間を過ぎて、以前よりもさらに今議論している新しい体制に

持ってくべきだと思っているし、これから先の将来を考え、経営形態の見直しを行う時

に、松阪市民病院には急性期機能を有しながら地域包括ケア体制の中心となる病院で

あってほしいといった意見があった。 

検討の結果、松阪市民病院が病床機能を転換し、松阪区域における急性期機能を集

約化しておくこと、松阪市民病院が地域包括ケアシステムを支える病院として、高度急

性期、急性期、慢性期、診療所、在宅医療、介護等をつなぐ「地域医療のかけ橋」となり、

それぞれの施設等と平時から密接に連携しておくことについて、委員全員の同意を確認

した。 



 

２７ 

 

次に、医師・看護師等の確保と働き方改革の視点の一つ目として、図 2９に示すよう

に、地域における医療人材の確保と、地域の急性期治療の体制を維持・強化することを

テーマとして議論を行った。 

 

図 ２９ 経営形態に関する検討テーマ① 

 

 

委員からは、医療従事者にとって、ライフ・ワーク・バランスを取る、というのが一般的

な考え方になってきていて、職員の不安を和らげる一つの方法として、指定管理者制度

の活用により、急性期病棟だけでなく、地域包括ケア病棟を中心とした回復期病棟がで

きることで、自分のライフスタイルに合わせた形で働き方をいろいろ変えていけるとい

うことが魅力のひとつになるのではないか、また、少子高齢化の中で、いかに人材を確

保していくかという点においては、そのあたりもＰＲをしていくことで、人材の流出をで

きるだけ少なくし、逆に、経営母体が一緒になった時に、指定管理者側から地域包括ケ

アをやりたいという職員が出てくることも期待されるといった意見があった。他の委員

からはそのような考え方があったのかといった賛同する意見もあった。 

検討の結果、医師の働き方改革だけではなく、地域で医療人材を確保し、地域の急性

期治療の体制を維持・強化するために、松阪区域内の２基幹病院のいずれかによる指定

管理者制度の活用は適切であるということについて、委員全員の同意を確認した。 

  



 

２８ 

 

次に、図３０に示すように、看護師等の多様な働き方に対応できる環境を整備するこ

とをテーマとして議論を行った。 

 

図 ３０ 経営形態に関する検討テーマ② 

 

 

委員からは、急性期だけでなく、回復期、地域包括ケア、その他いろいろな働き方があ

るということは、看護師のキャリア形成やライフステージに合っていて、むしろ、指定管

理者制度がプラスになるのではないかという思いを強くしたといった意見があった。 

また、統計的には看護職の９割は女性であり、医師も２割が女性であるが、女性がそ

れぞれその時々に自分が大事にしたいと思うことに合わせて、同じ組織にいながらも、

部署を選んで働き方を変えていけるというのは雇用を長くしていくことに繋がり、特に

専門職であるため、雇用を長くしていくことでキャリアが形成されて、専門性も高くなり、

熟練度も高くなって、経験知も高くなることが、医療を受ける方へのケアの向上に繋が

るので、やはり長くキャリアを繋いでいくというのは一つ大事なことである。さらに今は、

男性・女性を問わず、育児休暇を取れるような組織であることが病院を選ぶ一つの基準

になってくるし、経営形態を変えていくというのは、人材確保の面からいっても大事な

ことであり、民間の考えも入ることで、少し雇用形態が柔軟な形で運営ができるように

なるところに期待したいといった意見があった。 

検討の結果、看護師等の多様な働き方に対応できる環境を整えるために、松阪区域

内の２基幹病院のいずれかによる指定管理者制度の活用は適切であるということにつ

いて、委員全員の同意を確認した。 
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最後に、図３１に示すように、新興感染症の拡大期における地域の医療体制の維持を

テーマとして議論を行った。 

 

図 ３１ 経営形態に関する検討テーマ③ 

  

 

委員からは、感染症の拡大期、拡大期以外に柔軟に対応するためには、何においても

医療従事者の確保が必要になり、ある程度余力があれば、その中でも医療が回せていけ

るため、そういう意味でも機能を集約化することが大切ではないか。また、回復した患

者の受け皿になる病院が少なく、突然、施設に戻っても難しいところもあるので、ワンク

ッションとして、地域包括ケア病床を使えるようにすることは、メリットになるのではな

いか。新興感染症を考えた際にも、機能転換していくことは合理的ではないのかといっ

た意見があった。 

また、指定管理者制度は、協定書で合意をした政策医療等について、そのサービスの

質の評価をし続け、必要があれば改善を求めることもできる制度であるということを含

めても、病床機能を転換し、地域包括ケアシステムの中で様々な事業者とも平時から繋

がっていくということによって、「地域医療のかけ橋」としての役割も担うことができる

のではないかといった意見があった。 

検討の結果、新興感染症の拡大期において、地域の医療提供体制を維持するために、

松阪区域内の２基幹病院のいずれかによる指定管理者制度の活用は適切であるという

点について、委員全員の同意を確認した。 

 

以上の事項を議論したことをふまえ、委員長より、委員に対して下記の事項について

委員全員の同意を得たことを改めて確認した。 

 「松阪区域内の２基幹病院のいずれかを指定管理者とする指定管理者制度の活用

が最も望ましい」という経営形態の見直しの方向性について、「役割・機能の最適

化と連携の強化」、「医師・看護師等の確保と働き方改革」、「新興感染症の感染拡

大時等に備えた平時からの取組」という三つの観点から議論した結論は、提言書

のとおり、「松阪区域内の２基幹病院のいずれかによる指定管理者制度の活用が

最も望ましい」 
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巻末資料 

地域医療構想をふまえた松阪市民病院の 

在り方検証委員会の審議経過 

 

第１回 地域医療構想をふまえた松阪市民病院の在り方検証委員会 

  開催日時  令和５年６月１８日（日）午後２時～午後３時５０分 

  開催場所  松阪市産業振興センター ３階 研修ホール 

  出席委員数  ７人 

  協議事項  開会 

          委員委嘱 

          市長挨拶 

          委員自己紹介 

          委員長の選出、委員長代理の指名   

          諮問 

          （議事） 

          令和２年２月に提出された提言の振り返り 

          令和２年度以降の松阪地域医療構想調整会議について 

          医師の働き方改革の影響について 

          今後の委員会において検証等が必要な事項 

 

第２回 地域医療構想をふまえた松阪市民病院の在り方検証委員会 

  開催日時  令和５年７月２５日（火）午後７時～午後８時４５分 

  開催場所  松阪市役所 議会棟 第３・第４委員会室 

  出席委員数  ８人 

  協議事項   （議事） 

           第１回検証委員会の振り返り 

           松阪市の医療提供の現状・課題に関するご意見 

           第２回検証委員会において個別に検証する論点 

             ・役割・機能の最適化と連携の強化 

             ・医師・看護師等の確保と働き方改革 

           第３回検証委員会に向けた整理 
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第３回 地域医療構想をふまえた松阪市民病院の在り方検証委員会 

  開催日時  令和５年８月２５日（金）午後７時～午後９時１０分 

  開催場所  松阪市役所 議会棟 第３・第４委員会室 

  出席委員数  ８人 

  協議事項   （議事） 

           第２回検証委員会の振り返り 

           第３回検証委員会において個別に検証する論点 

             ・新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組 

             ・経営形態の見直し 

 

第４回 地域医療構想をふまえた松阪市民病院の在り方検証委員会 

  開催日時  令和５年９月２２日（金）午後７時～午後９時１５分 

  開催場所  松阪市役所 議会棟 第３・第４委員会室 

  出席委員数  ９人 

  協議事項   （議事） 

           第３回検証委員会の振り返り 

           答申（案）について 


